
令和６年度 

 

 

 

１ 目 的 

  この計画は、危険物の保安に対する意識の高揚及び啓発を推進することにより、

事業所における自主保安体制を確立すること及び家庭等における危険物等による

事故を防止することを目的とする。 

２ 実施期間 

  令和６年６月２日（日）から６月８日（土）までの１週間 

３ 危険物安全週間推進標語 

  「次世代へ つなごう無事故と 青い地球
ほ し

」 

４ 実施機関 

瀬戸市消防本部 

瀬戸市危険物安全協会 

５ 実施事項 

 ⑴ 危険物施設等における保安体制の整備促進 

 ⑵ 危険物等に関する知識の啓発普及 

６ 上記の取り組みに当たって効果的と考えられる具体的な推進項目 

⑴ 危険物施設等における保安体制の整備促進 

 危険物関係事業所等による安全確保に向けた体制作りや災害に備えた事前計

画の作成等多様な機会を通じて、危険物施設における保安体制の整備促進につな

げていく。 

⑵ 危険物等に関する知識の啓発普及 

広報活動の実施 

    危険物等関係事業所における自主保安体制の確立並びに市民に対して危険物

の安全管理知識の啓発普及を図るため、次に掲げる広報活動を行う。 

   ア ポスター及びリーフレットを作成し、危険物関係事業所等での掲示及び回覧

を依頼する。 

   イ 広報せと（６月号）に関連記事を掲載する。 

   ウ 瀬戸市ホームページ、瀬戸市危険物安全協会ホームページ、市政情報番組「せ

とまちラジオ」、瀬戸市安全安心情報メール、瀬戸市公式 LINEアカウント等の

広報媒体を通じ、関連情報を周知する。 

   エ 消防署に縦横幕を掲出する。 

⑶ 危険物施設消防訓練の実施 

危険物災害発生時における的確な応急活動体制の確立を図り、危険物の保安に

対する意識の高揚及び啓発を推進することを目的とする。 

 日 時  令和６年６月６日（木） 午前１０時から１１時４０分まで 

場 所  瀬戸市西山路町１番地  

     瀬戸市クリーンセンター 
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